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1

敬老会補助金について、自治会未加入者に対
してどのように案内をすればよいか。市から社
会福祉協議会を通して、１人1,200円が支給され
るが、自治会ではそれに加えて自治会費からも
持ち出して敬老会を行っているため、会員でな
い方への対応について苦慮している。
自治会未加入者の分の祝い金まで自治会に振
り込まれても困るので、事前に自治会に対し、
自治会内の支給対象人数の確認をとった上で
必要な人数分のみ振り込みをしてほしい。

敬老会等事業につきましては、高齢者の方を敬愛し、その長寿を
祝すとともにますますの健康を願うものであり、敬老会等事業を開
催する地区社会福祉協議会に対して補助金を交付しているもので
す。
また、敬老会等事業の対象者につきましては、市内に住所を有し
ており、１２月３１日までに満７５歳以上に達する方としております。
対象となる方の名簿は、地区社会福祉協議会が敬老会を実施す
るにあたり、対象者をもれなく把握するために、地区社会福祉協議
会に対して貸出を行っております。
自治会が主催となって敬老会等事業を実施している場合でも、地
区社会福祉協議会の協力の下に開催されているものと思われま
すので、該当する自治会におかれましては、自治会未加入者への
案内も含めて各地区社会福祉協議会と連携していただければと思
います。
【保健福祉局長寿応援部高齢福祉課】

2

毎年話題に出していますが、高齢化が進むにつ
れ、買い物難民が増える傾向にある。コミュニ
ティバスを浦和区に通してもらえれば助かる。

市では、路線バスが不十分な地域へ導入する補完交通として、コミュニ
ティバス等を位置づけております。 コミュニティバス等の導入に当たって
は、コミュニティバス等のコンセプトやサービス方針、市民・事業者・市の
役割分担、導入の進め方などを示した「コミュニティバス等導入ガイドライ
ン」に基づき、取組みを進めることとしております。
 なお、当ガイドラインでは、検討対象地域を次のとおり定義しております。
【検討対象地域】
〇交通空白地区・・・市街化区域内で、鉄道駅から1km、路線バス・コミュ
ニティバス・乗合タクシー停留所から300mのサービス圏域外の地区
〇交通不便地区・・・市街化区域内で、路線バス停留所（24便/日未満）か
ら300ｍのサービス圏内の地区、かつ、鉄道駅から1km、コミュニティバス・
乗合タクシー停留所から300mのサービス圏域外の地区
〇市街化調整区域内の既成市街地・・・市街化調整区域内で、H27国勢調
査時点の人口密度が概ね2,000人/km2以上の地区、かつ、鉄道駅から
1km、路線バス（24便/日以上）・コミュニティバス・乗合タクシー停留所から
300mのサービス圏域外の地区
 ご希望の区間には検討対象地域が含まれていないため、コミュニティバ
ス等の導入が難しい状況となっております。 恐れ入りますが、既存の鉄道
や路線バス等の活用をご検討いただければ幸いです。
【都市局都市計画部交通政策課】

3

昨年５月に東通りでんしゃ公園が完成した。保
育園の子供たちや親子など利用者が多い。た
だ、公園周辺の建物に掲載されている広告に問
題がある。市の条例等で、規制することはでき
るのか。

さいたま市内にある屋外広告物は、「さいたま市屋外広告物条例」
の基準に基づき設置又は掲出する必要があります。要望のありま
した広告物は、自己の事業所等の建物やその敷地に自己の氏名
や名称、事業内容を表示する「自家広告物」にあたり、一部条例の
制約の例外が認められている「適用除外」の物件です。
ただし、同条例においては、デザイン等の広告内容については規
制することができませんが、大きさなどが条例違反にあたる場合
は、是正指導を行うなど適切に対応していきます。
【都市局都市計画部都市計画課】
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4

大阪の地震で話題になっているが、区域内にも
ブロック塀が傾いてる箇所がある。該当箇所が
私有地の場合、所有者に連絡や指導はしてくれ
るのか。
また、通学路にもそういった危険箇所があるが、
通学路の安全対策はどのように行っているか。

教育委員会では地震直後の６月２０日に各学校宛に通学路上の
危険箇所を把握し、安全指導の徹底を図るよう通知いたしました。
さらに、７月１０日付けで、高さ2.2ｍ超や傾き、ひび割れなどがある
一見して分かるようなブロック塀や擁壁等の緊急点検を依頼し、危
険箇所の情報共有及び、代替通学路の検討等の安全対策を図っ
ております。
【教育委員会学校教育部学事課】

本市では、平成30年6月18日に発生した大阪北部を震源とする地
震による被害を踏まえ、国からの指示をもとに、ブロック塀等の安
全点検について、ホームページで周知を図っているところです。建
築基準法の規定では、ブロック塀などを含む建築物の維持管理
は、所有者等の責務と位置付けられておりますが、傾きがあるもの
の位置などをお知らせいただければ、現場の状況をもとに、所有
者等へ安全性の確認、適切な対応を指導してまいります。
【建設局建築部建築行政課】

5

エイペックスタワー前の横断歩道に信号がつい
ておらず、エイペックスタワーから浦和駅へ行く
のに危ない。区から警察へ要望して回答があれ
ば、私たちにも共有してほしい。

信号機設置の要望があれば警察に必ず伝えるようにしています。
また、電柱幕等で注意喚起をすることもできます。
【浦和区役所くらし応援室】

6

日の出通りの自転車通行マナーが悪い。なんと
かならないか。
交通に関する協議会で、自転車の走行マナー
について指導をするよう要望を出している。区か
らも指導をするように伝えるべきだと思う。
事故の件数を正確に知らせる、歩きスマホや信
号無視をやめるよう注意する等、行政からも啓
発をしてくれると助かる。

区では、くらし応援室が警察と協力して啓発キャンペーンを行って
います。また、公民館で高齢者を対象とした講座も開催していま
す。今後も、こまめに啓発活動をしてまいります。
【浦和区役所くらし応援室】

7

空き家にホームレスが住み着く、ボヤ騒ぎが起
こる等、常盤地区内ですでにトラブルが発生し
ている。また、広島県の脱獄事件にもあったよう
に、犯罪者が潜伏するといった危険も考えられ
る。このような問題に対して、市は何か対策をし
ているのか。行政として空き家問題をどう考えて
いるか。

本市では、周辺に悪影響を及ぼすなどの管理不全な空き家等が
あった場合には、その所有者等に対し、「空家等対策の推進に関
する特別措置法」又は「さいたま市空き家等の適正管理に関する
条例」に基づく指導等を行い、状態の改善を求めております。
また、空き家に不審者の侵入が疑われる場合や、犯罪行為に使用
されている疑いがある場合などは、警察署に協力を要請し、連携を
図ってまいります。今後、高齢化社会の進展等に伴い、本市にお
いても空き家の増加が懸念されることから、空き家の発生予防や
利活用の促進等も含めた幅広い観点から対策を講じてまいりま
す。
【環境局環境共生部環境創造政策課】

8

常盤地区内では、すでにマンションを買い取っ
て民泊を運営しているところがあり、ごみの放置
や騒音トラブルが発生している。利用者に外国
人が多いことや、オーナーが不明であることか
ら、自治会として対応ができない。市で民泊に対
して規制できることはないか。
また、マンションの民泊について、３月までに民
泊禁止の旨を盛り込んだ管理規約に改正しな
いと、届出が出された後には禁止することがで
きないというものがあったが、そのことを知らな
いで改正していないとどうなってしまうのか。救
済方法はあるのか。

いわゆる民泊事業の実施には、事前の届出が必要であり、届出先
は埼玉県となります。本市としても、消防やゴミ出しへの対応など、
関係する事務を行っていることから、届出施設において適切な民
泊の運営が行われるよう、国や埼玉県、警察などとの連携を密に
するとともに、庁内関係課における情報の共有・連携に努めてまい
ります。
届出後に、管理規約で事業の実施が禁止された場合は、事業は
実施できなくなります。ただし、規約の改正には、区分所有法第３１
条第１項の規定により、事業を行う本人の承諾を得る必要がある
場合が考えられるので、可能な限り早期の改正を推奨しています。
【経済局商工観光部観光国際課】

当課では、旅館業法に基づき、旅館業の申請受付、許可、監視等
を行っています。
住宅宿泊事業の届出をしていない違法民泊については、旅館業の
許可を取得していない場合には、旅館業法違反の疑いとして、当
課が調査・指導します。
【保健福祉局保健所環境薬事課】
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9

常盤公民館及び仲町公民館にエレベーターを
設置してほしい。高齢者の利用者が多いこと
や、要配慮者優先の避難所に指定されているこ
とから、バリアフリー化が求められるため。
また、常盤公民館の隣にふれあい館があり、災
害ボランティアの拠点となるという話を聞いてい
るが、そちらにはエレベーターもあるので、避難
所としての位置づけを常盤公民館と取り換えれ
ばいいのではないか。

常盤公民館及び仲町公民館のエレベーター設置に関しましては、
今ある建物に対しエレベーターを設置することは非常に難しい状
況です。その理由として、常盤公民館については、建物の北側、南
側にエレベーターを設置するスペースがありますが、2階及び3階
部分で部屋に面しており、エレベーターを設置しても各階の共用部
に行くことができないためです。仲町公民館については、建物の北
側、南側及び東側にエレベーターを設置するスペースがあります
が、北側と南側は同様に2階部分で部屋に面しており、また東側は
エレベーターの出入り口となる既存の開口部が小さいためです。
なお、公民館について、建物の長寿命化及び老朽化解消のためリ
フレッシュ改修工事を順次実施しており、この際、トイレの洋式化や
段差解消等のバリアフリー化を合わせて行っております。仲町公
民館については、平成27年度に当該改修を実施しましたが、常盤
公民館について、同様の改修を実施する際には、バリアフリー化も
含め、地域の方々にとって、さらに身近で利用しやすい公民館とな
るよう工夫を凝らしてまいります。
【教育委員会生涯学習総合センター】

浦和ふれあい館につきましては、災害時にはさいたま市災害ボラ
ンティアセンターが設置されますので、避難所に指定する予定はご
ざいません。
【総務局危機管理部防災課】

10

ごみ置き場について大崎清掃事務所にて閲覧
はできるがコピーをもらえない。その理由を教え
てほしい。自治会内にはごみ置き場が100か所
以上あるが、市に聞くと自治会に聞くように案内
されるが、自治会で把握しきれていない状況で
ある。自治会にはごみ置き場が載っている図面
を提供してほしい。

大崎清掃事務所では、収集所の場所を住宅地図で把握しておりま
す。住宅地図の利用については、作成した業者の著作物であり、
著作権法で保護されているため、複製等が禁止されていますの
で、コピー配布をお断りしております。
【環境局資源循環推進部大崎清掃事務所】

11

ごみゼロ運動では、紙くず、タバコの吸い殻、空
き缶等のポイ捨てごみが対象となっているが、
実際にはこれらのごみは少なく、対象外の落ち
葉や除草によるごみが大半を占めている。実状
に合わせて要領を変更するなどして、対象とな
るごみの種類を増やしてほしい。

ごみゼロキャンペーンにおける対象物は歩道・公園などの紙くず・
たばこの吸い殻・ペットボトル・空き缶・空きビン等のポイ捨てごみ
を中心に収集することとしております。ご指摘の落葉・除草は本活
動の対象外のため、キャンペーン当日の収集はできませんが、多
量になることが見込まれる場合は、事前に清掃事務所までご連絡
いただき、個別での回収依頼をお願いいたします。
【環境局資源循環推進部資源循環政策課】

「浦和区秋のごみゼロ運動」は資源循環政策課主催の「春のごみ
ゼロキャンペーン」に倣った形で開催しております。落ち葉・除草は
活動の対象外のため、当日の収集はできませんが、多量になるこ
とが見込まれる場合は、事前に清掃事務所までご連絡いただき、
個別での収集依頼により対応が可能です。しかしながら自治会の
皆様方には、ごみゼロ運動当日に、まちの環境美化の向上のため
に、落ち葉や除草ごみを収集していただいておりますので、来年度
以降、見直しを検討してまいります。
【浦和区役所くらし応援室】
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12

浦和北公園にある池の水が濁っていて汚いの
でどうにかならないか。
定期清掃や点検は行っているのか。

浦和北公園内の池の管理につきましては、主な業務内容として、
苔や汚泥の除去等の清掃を年２回程度、実施することとしておりま
す。今年度においては、１回目は５月上旬に実施し、２回目は１２
月で予定しており、適切な状態に保つよう努めております。
しかしながら、ご指摘のとおり池の水に濁りが見受けられ、調査し
た結果、雨水の排水不良や、循環・ろ過装置の不稼働が濁りの原
因の一つであることが分かり、現在、排水管の清掃と循環・ろ過装
置の点検を予定しているところです。
今後、清掃及び点検結果を踏まえ、排水管の布設替えや、循環・
ろ過装置の改修が必要となった場合は、対応までに時間を要する
可能性もありますが、快適に公園を利用していただくためにも、で
きるだけ早く改善できるよう努めてまいります。
【都市局南部都市・公園管理事務所管理課】

13

中山道において、現在地中化されているところ
と、まだされていないところがあるので、地中化
を進めてほしい。地中化の計画や今後の見通し
があれば教えてください。

大宮区との境から都市計画道路田島大牧線との交差点までの間
につきましては、無電柱化済・もしくは事業中となっております。田
島大牧線との交差点以南につきましては、都市計画道路として未
整備であるため、道路の整備と合わせて無電柱化を検討してまい
ります。
【建設局土木部道路環境課】

14

埼大通りに植えられているケヤキが成長し、根
がコンクリートを押し上げてしまっている。道も細
いので歩行者が転んだり自転車で通ったりする
のに危ないので、道路の整備について対策をし
てほしい。

埼大通りのけやき並木の根上がりつきましては、北浦和から大宮
バイパスまでの区間を平成19年度から平成23年度にかけ、対策工
事を行いました。ご指摘の区間につきましては、前回の工事から10
年が経過し、新たに根上がりが発生したものと思われますので、現
地調査を行い、対策を検討してまいります。
【建設局南部建設事務所道路維持課】

15

岸町と高砂に防犯ステーションがあるが、常盤
にはない。常盤地区では防犯ステーションにつ
いて特に話がないので把握をしていないが、何
か自治会が介入しなくてはいけないものなの
か。

「地域防犯ステーション」は、埼玉県警察本部から無償譲渡された
廃止交番を、地域における防犯活動等の拠点施設として整備した
もので、市内に6カ所ございます。浦和区内の「高砂防犯ステーショ
ン」と「岸町防犯ステーション」は、それぞれ防犯ステーション周辺
の自治会等を中心とした地域で防犯活動に取り組んでいる団体が
運営しております。
【市民局市民生活部市民生活安全課】

16

敬老会の補助金を、地区社会福祉協議会に交
付してから自治会に入ってくるような流れではな
く、直接自治会に交付ではいけないのか。

敬老会等事業につきましては、高齢者の方を敬愛し、その長寿を
祝すとともにますますの健康を願うものであり、敬老会等事業を開
催する地区社会福祉協議会に対して補助金を交付しているもので
す。
また、敬老会等事業の対象者につきましては、市内に住所を有し
ており、１２月３１日までに満７５歳以上に達する方としております。
対象となる方の名簿は、地区社会福祉協議会が敬老会を実施す
るにあたり、対象者をもれなく把握するために、地区社会福祉協議
会に対して貸出を行っております。
自治会が主催となって敬老会等事業を実施している場合でも、地
区社会福祉協議会の協力の下に開催されているものと思われま
すので、該当する自治会におかれましては、自治会未加入者への
案内も含めて各地区社会福祉協議会と連携していただければと思
います。
【保健福祉局長寿応援部高齢福祉課】
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市が薦めている豊かな緑のまちづくりについて、
何をもって緑豊かと評価するのか、指標があれ
ば教えてほしい。区長マニフェストにあるような
花壇の整備等だけでは、緑のまちづくりと言え
ないのではないか。

本市では、総合振興計画に掲げる「見沼の緑と荒川の水に象徴さ
れる環境共生都市」の実現に向け、「さいたま市緑の基本計画」を
策定し、市民が身近な場所で緑を感じ、かつ、安全で環境にも配慮
したまちづくりに取り組んでおります。本計画では、平成32年度ま
でに、指定緑地や都市公園などの「担保性のある緑」を市域の３
５％以上、緑のオープンスペースを市民1人当たり15㎡以上確保す
ることを目標としています。市民の皆様との協働による花壇の維持
管理活動は、市街地に緑を確保するとともに、良好な都市景観を
維持していくための重要な取り組みであると認識しています。
市では、皆様のご理解とご協力のもと、花壇の維持管理活動に加
え、市内樹林地や農地の保全、身近な公園の整備促進、公共施
設・民間施設における緑化推進などを総合的に推進し、目標達成
に向けた各種施策を実施しているところです。本市みどり施策の実
施状況につきましては、市ホームページ「さいたま市緑の基本計画
後期アクションプラン」において公表しております。
【都市局都市計画部みどり推進課】

18

仲本小学校通学路について、電柱が歩道をふさ
ぎ、車道にはみ出ているため、子どもが車道に
出てしまうので危険だという声が地域からあ
がっている。このような、危険と思われる通学路
について、市はどのように安全対策をしている
か。また、地域としては電柱地中化を要望する。

通学路の安全対策につきましては、毎年学校ごとに通学路安全点
検を行っております。その結果、通学路整備が必要な場所につい
て、学校から要望書を提出していただき、教育委員会で現場確認
後、整備要望を警察や道路管理者等に依頼し、通学路の安全確
保に努めております。
【教育委員会学校教育部学事課】

無電柱化につきましては、安全で快適な通行空間の確保、都市災
害の防止、情報通信ネットワークの信頼性の向上、都市景観の向
上などを目的とし、電線共同溝を埋設する地下空間が歩道内で確
保できることに加え、バリアフリー化の対象道路や緊急輸送道路
への位置づけがある路線などを優先的に選定し、事業を実施して
おります。
ご要望にある通学路の無電柱化につきましては、地上機器の設置
スペースを確保できる道路が少ないため、現状として無電柱化が
困難な状況です。
当該箇所につきましては、現道内での安全対策など短期的に対応
できる安全対策を進めてまいります。
【建設局土木部道路環境課】

19

市の指定避難所は、マニュアル通りの備蓄品を
ちゃんと用意できているのか。本太中や常盤北
小は５００人分ほどしかない。防災倉庫について
も、本太中はとても小さく、敷地にスペースはあ
るので、大きな倉庫を設置してほしい。このよう
な現場のチェック（避難所の収容人数や現状に
見合った備蓄・倉庫の整備がされているか等）
はしているのか。

各避難所の防災倉庫には、発災当初の最低限の食料としてアル
ファ米（具材入り、おかゆ）とビスケットを合わせて2,200食を格納し
ており、災害時には実際の避難者数に応じて、必要な物資を拠点
備蓄倉庫等から配送する体制を構築しています。
各避難所の備蓄品につきましては、避難所運営訓練等を実施した
際に点検を行っていただき、不足・不備のあった備蓄品について
は、点検報告に基づき順次補充しております。
【総務局危機管理部防災課】

20

中山道への車の出入りに歩道橋が邪魔になり
危険。電柱埋設工事とタイミングを合わせて歩
道橋の撤去をしてほしい。昨年度の回答では、
歩道橋撤去の条件として利用者が少ないことが
挙げられているが、現在歩道橋の利用者は通
学路として利用している小学生のみと言える。
また、当該道路は通学路に指定されているの
で、歩道橋撤去後は、横断歩道と信号機の設置
が必要不可欠となってくるので併せてお願いし
たい。高齢者や障がい者等、歩道橋を利用でき
ない人からしても、歩道橋周辺の信号機の間隔
が広いため、道を渡るのに不便に感じている。

横断歩道橋の撤去方針としましては、次の4点です。①利用者数
が少ないこと（「少ない」とは、基準として7時～19時の間の利用者
が概ね20名未満、27年度調査によると84名の利用（小学生81　大
人３）あり）、②通学路指定がされていないこと、③近傍に横断歩道
が設置されていること又はあらたに設置が計画されていること、④
地元（自治会や周辺住民等）から撤去要望があること又は地元及
び関係機関の同意が得られること。以上全ての条件を満たすこと
としており、当該歩道橋は小学生の通学路指定にもなっていること
から、撤去の対象とはしていないところです。ただし、上記条件が
満たされれば、撤去に向けた検討を行ってまいります。
【建設局土木部道路環境課】
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針ヶ谷公民館の耐震補強工事が予定されてい
ますが、エレベーターの設置をぜひお願いした
い。高齢者が２階へ上がるのに大変苦労してい
る。

エレベーター設置に関しましては、今ある建物に対しエレベーター
を設置することは非常に難しい状況です。その理由として、針ヶ谷
公民館については、敷地が狭く、建物の東側、西側及び南側には
エレベーターを設置するスペースがありません。また、建物の北側
は、駐車場があり、エレベーターを設置するスペースはあります
が、北側は2階部分で体育室に面しており、エレベーターを設置し
ても、2階の共用部に行くことができないためです。現在、公民館で
は、建物の長寿命化及び老朽化解消のためリフレッシュ改修工事
を順次実施しており、この際、トイレの洋式化や段差解消等のバリ
アフリー化を合わせて行っております。針ヶ谷公民館の改修工事を
実施する際には、バリアフリー化も含め、地域の方々にとって、さら
に身近で利用しやすい公民館となるよう工夫を凝らして参りたいと
考えております。なお、針ヶ谷公民館については、耐震診断によ
り、耐震補強工事は不要であるとの結果が出ております。
【教育委員会生涯学習総合センター】

22

旧中山道の浦和と大宮間にバスが通ってなく、
高齢者が浦和や大宮に行く時、北浦和駅又は
与野駅に行かなければならず、駅まで行くのも
大変で困っているという声が大変多い。大手バ
ス会社ではなく、市営バス、コミュニティバスなど
を１時間に１～２本通してもらいたい。前回も質
問を出して難しいとのことでしたが、何か方法は
ないか？

市では、路線バスが不十分な地域へ導入する補完交通として、コミュニ
ティバス等を位置づけております。 コミュニティバス等の導入に当たって
は、コミュニティバス等のコンセプトやサービス方針、市民・事業者・市の
役割分担、導入の進め方などを示した「コミュニティバス等導入ガイドライ
ン」に基づき、取組みを進めることとしております。なお、当ガイドラインで
は、検討対象地域を次のとおり定義しております。
【検討対象地域】
〇交通空白地区・・・市街化区域内で、鉄道駅から1km、路線バス・コミュ
ニティバス・乗合タクシー停留所から300mのサービス圏域外の地区
〇交通不便地区・・・市街化区域内で、路線バス停留所（24便/日未満）か
ら300ｍのサービス圏内の地区、かつ、鉄道駅から1km、コミュニティバス・
乗合タクシー停留所から300mのサービス圏域外の地区
〇市街化調整区域内の既成市街地・・・市街化調整区域内で、H27国勢調
査時点の人口密度が概ね2,000人/km2以上の地区、かつ、鉄道駅から
1km、路線バス（24便/日以上）・コミュニティバス・乗合タクシー停留所から
300mのサービス圏域外の地区
 ご希望の区間には検討対象地域が含まれていないため、コミュニティバ
ス等の導入が難しい状況となっております。 恐れ入りますが、既存の鉄道
や路線バス等の活用をご検討いただければ幸いです。
【都市局都市計画部交通政策課】

23

北浦和駅前の旧中山道が朝９時～１０時頃大
変渋滞しており、困っているので、渋滞をなくす
方法を考えてもらいたい。

交通渋滞緩和に係る信号機の間隔調整については、交通量の探
知機により管理を行っていると浦和警察署からは伺っております。
しかしながら、北浦和駅前の交通渋滞の現状につきまして、必ずし
も要望がかなうということではございませんが、自治会からの要望
に基づき、くらし応援室から浦和警察署へ要望を行ってまいりま
す。
【浦和区役所くらし応援室】

24

針ヶ谷の避難場所は針ヶ谷小学校なのですが、
そこまで遠く、避難できない地区があるので、
針ヶ谷児童公園と針ヶ谷保育園をセットとして考
えて、避難場所に指定してもらいたい。
また、避難場所に指定されない場合で、児童公
園や保育園を救援物資の配布場所とすることは
できないか。

指定避難所は、自宅で居住できなくなった被災者が一時的に避難
生活する場所として位置づけております。保育所は、災害時には
園児の保護及び震災復興等に携わる世帯の応急保育に係る役割
を担う施設であることから、一般的な学校の指定避難所と同じよう
に、災害発生当初から地域住民の方を広く受け入れるための避難
所として位置付けることはできないものと考えております。
針ヶ谷児童公園については、指定緊急避難場所としてはおりませ
んが、地域で任意に定める場所である「一時集合場所」として活用
することを妨げるものではありません。「一時集合場所」とは、地域
の自主防災組織が災害時に自主的に参集し、その後、最寄りの指
定避難所に誘導するといった防災活動を開始する場所であり、地
域の住民が災害時に一時的に退避するための場所としても機能
する場所です。
【総務局危機管理部防災課】
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針ヶ谷地区旧中山道の無電柱化の計画進行状
況についてお知らせください。

大宮区との境から都市計画道路田島大牧線との交差点までの間
につきましては、無電柱化済・もしくは事業中となっております。田
島大牧線との交差点以南につきましては、都市計画道路として未
整備であるため、道路の整備と合わせて無電柱化を検討してまい
ります。現在基本設計中であり、平成３０年７月に完了予定。引き
続き工事に向けた実施設計を行う予定です。
【建設局土木部道路環境課】

26

北浦和五丁目地内、臨時駐車場廃止に伴う今
後の計画はどのようになっているか。少なくとも
自治会防災倉庫の存続を求める。

駐車場閉鎖後の土地利用については、現時点では未定となってい
ますが、庁内での利用を検討しています。
【都市局都市計画部自転車まちづくり推進課】

駐車場廃止後の事業所管課が未定であると聞いておりますので、
所管課が決まり次第、自主防災組織に情報提供いたします。
【総務局危機管理部防災課】

27

昨年常盤中学校のスプリンクラーの整備をお願
いしましたが、予算の都合で先送りになりまし
た。移動式のものでは足りないと考えているた
め、引き続き設置を要望する。

常盤中学校につきましては、移動式スプリンクラーを４基設置し、
必要に応じて散水するよう学校に伝えており、学校職員により適宜
散水を行っております。スプリンクラーにつきましては未設置の学
校も多いため、状況を注視し検討して参ります。
【教育委員会事務局管理部学校施設課】

28

市が行った道路の舗装工事の後、マンホール
等が道路面より数センチ高く出てしまっており、
つまづくことが多いとの指摘がある。

くらし応援室で、工事を発注した所管課を確認し、その旨を伝えま
す。所管課が不明な場合は、くらし応援室で修繕等を行うこともあ
ります。民間による工事の場合は、土木管理課が占用許可を出し
ているので、それを元に施工した業者を特定し、その旨を伝えま
す。
【浦和区役所くらし応援室】

29

自治会加入世帯数の数え方だが、生活保護で
会費を払えない方の扱い方を教えてほしい（会
費減免規程の定め方など）。

生活保護等で会費を払えない方については、あくまで会員であるこ
とを前提として、自治会の中で、減免が必要かどうか、必要な場合
はどのような方法で減免するのかを検討していただくことになると
思います。一例として次のような確認方法が考えられます。
①減免規定がある旨を会員に周知する
②減免を受けたい会員に申し出をしてもらう
③生活保護受給者を対象とするのであれば、「受給証」を見せても
らう
また、減免の規定については、自治会会則の別表などに定める方
法が考えられます。
【浦和区役所区民生活部コミュニティ課】
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「野良猫」が公園・敷地内に入り込み糞尿をまき
散らす、あるいは子猫を出産するといった状況
があり、これまでも様々な対策を取ってきました
が、有効な手立てが見つからず対応に苦慮して
います。また、近隣住民の中に餌を与えるなど
の行為を行う住民がおり、注意をしても聞き入
れてもらえない状況があり困っています。そこで
伺います。
①野良猫に餌を与える等の行為を行う住民に
対して、行政からも指導も行ってもらえないか
（他の自治体などで上手く解決した様な事例は
ないか）。
②野良猫の確保、去勢手術など、行政で行って
もらえないか。
③野良猫が敷地内当に入り込まないようにする
ため何か良い工夫はないか。（各自治会などで
良い事例があったら教えてほしい）
④散歩の途中で出た犬などの糞をそのまま放
置する飼い主がいるので、行政として有効な対
応はないものか。

野良猫の避妊・去勢手術に関しては、予算の範囲内において手術
に要した費用の一部を助成します。助成限度額は、雌は8,000円、
雄は4,000円です。
餌やりを行っている住民に対して法律や条例で規制されていない
ので、行政指導として、厳重に言うことはできません。お願い程度
は動物愛護ふれあいセンターで対応可能です。糞の放置に関して
は、くらし応援室で看板を提供しています。もし、飼い主が糞を放置
しているのを目撃した場合は、何時頃どこでという情報を提供いた
だければ担当が現地を巡回するなどして対応する場合もありま
す。
【保健福祉局保健部動物愛護ふれあいセンター】

31

市指定の防災倉庫には、食料品が１か所につき
1,500食備蓄していると認識している。可能であ
れば住民が多い地区の備蓄数を増やしてほし
い。

食料の備蓄については、埼玉県の地域防災計画により、１日３食と
して県で1.5日分、市で1.5日分、計３日分を備蓄することとされてお
ります。本市では、市内の被害が最大になると想定される、さいた
ま市直下地震の想定避難者数約１２万３千人を基準に1.5日分の
食料を備蓄しております。避難所の防災倉庫はスペースに限りも
ございますので、発災当初の最低限の食料としてアルファ米（具材
入り、おかゆ）とビスケットを合わせて2,200食を格納しており、必要
に応じて、拠点備蓄倉庫等から配送する体制を構築しています。
【総務局危機管理部防災課】

32

各自治会に対してそれぞれの地区の高齢者の
「要援護者リスト」を発送されているが、木崎地
区は個人情報が多分に含まれており管理がし
かねるという立場から、現在当地区の自主防災
会に管理を委ねている。他の自治会からはどの
ような活用の報告が届いているか。

事例１つ目として防災訓練において、戸別訪問による安否確認訓
練を実施、２つ目として、組別に訪問担当者を決め、民生委員同行
の上、戸別訪問を行い、日ごろからの備えや、災害時の行動につ
いて確認し、また、特に介助を必要とする要支援者の一時的な受
け入れについて、地元福祉施設と事前協議を実施することが挙げ
られます。
【総務局危機管理部防災課】

33

平成29年11月に防災課で防資機材の保有台数
について任意で調査を取られたが、何の目的で
調査したのか、また集計の結果はどのように活
かされているのか。
他の地域で起きた災害の際にどのような資機材
が役に立ったのか、またそういった資機材が各
自主防災組織に配置されているかを確認し、配
置されていなければ役立つ資機材の情報をPR
するということのために調査をすべきではない
か。

各自主防災組織の保有資機材を把握し、結果を公表することによ
り、今後の資機材などの配備の参考としていただくため調査を実施
しました。なお、調査結果については、平成30年5月に市ホーム
ページで公開しております。
また、他の災害において役に立った資機材等のPRについては、貴
重なご意見として今後の参考とさせていただきます。
【総務局危機管理部防災課】
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高齢者等に対して、避難時は担架や車いすが
必要になってくると思うが、そういう資機材を保
管する場所がないと災害時には混乱すると思
う。防災倉庫がない自治会に対して、例えば公
園内に置く場合、色々な制限があり難しいことに
なっているので、そういうことをスムーズにでき
るようしてもらうとか民間の土地や空き家などを
利用するなど、何かしらの対策はできないの
か。

防災倉庫の設置については、災害時に共助で使用する資機材等
の備蓄に有効な方法の一つであり、自主防災組織育成補助金に
おける資機材補助事業の対象としております。（補助額：経費の
3/4（上限50万円））
公園用地に防災倉庫を設置するには、細かい規制があり、街区公
園では300㎡以上が設置の条件となっております。公園面積が300
㎡に満たない場合は、建物として位置づけられない小規模なもの
であれば設置できるものもありますので、まずは防災課にご相談く
ださい。〈参考〉（近辺で）300㎡以上の公園：瀬ヶ崎公園
【総務局危機管理部防災課】

35

5月1日～31日に実施される赤十字会員増強運
動について、一般家庭は自治会を通して一世帯
目標額200円課せられているが、一般企業に対
しては徴収額の基準があるのか。また、一般企
業へ徴収はしているのか。また、企業から徴収
する努力をもっとしてほしい。

さいたま市地区では、法人に対して「活動資金」として１口10,000円
を目安に御協力をお願いしております。
【保健福祉局福祉部福祉総務課】

36

領家七丁目公務員住宅の跡地活用について、
現在この公務員住宅は、福島から避難された人
が5,6世帯入居しており他は閉鎖されています。
現地は、領家七丁目の最後の空間であり、民間
に払い下げになれば、戸建て住宅かマンション
が建つだけです。
活用としては、針ヶ谷1～3丁目・領家6,7丁目の
人口が10,000人以上であり、災害時の避難場所
が針ヶ谷小学校体育館だけでは対応できないこ
とから、一時避難所（防災公園）・福祉避難所
（浦和区は１箇所のみ）として活用するなど、今
後は行政と地域自治会が協議する場を持ち、有
効活用を考えたいと思います。
［補足］①該当の物件について、今後災害時の
避難先（又はそれに準ずる施設）として活用する
考えや計画があるか。

現在のところ、災害時の避難場所等や福祉避難所として活用する
計画はございません。
【総務局危機管理部防災課】

７棟のうち住んでいない棟もありますが、関東財務局に確認したと
ころ、水道管等一体管理しているため、７棟一体で考えたいとのこ
とでした。また、入居者に対しては1年更新で期限を定めていない
ため、全員が退去するのがいつになるかは分からず、全員立ち退
いた場合は、各自治体に照会をかけると聞いております。
【浦和区役所】


